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(57)【要約】
【課題】水密性及び取付作業性を向上した方立を提供す
る。
【解決手段】左右一対の分割方立６Ａ、６Ｂが少なくと
も室外側面で突合わされ、この突合わせ部分の内側にタ
イト材１０を配設して成り、前記分割方立６Ａ、６Ｂに
はそれぞれ、前記突合わせ部分の内側に相互に対面する
方向に開口するタイト材嵌合部Ｔが形成され、このタイ
ト材嵌合部Ｔ、Ｔに前記タイト材１０を挿入し横架させ
ることにより、前記タイト材１０が前記突合わせ部分に
跨って配設されている。前記タイト材１０は、細長で略
平板状の部材であり、前後面にはそれぞれ部材長手方向
に沿って複数のヒレ部１１、１１…が設けられ、且つこ
のヒレ部１１が幅方向中心線側に傾斜して設けられてい
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右一対の分割方立が少なくとも室外側面で突合わされ、この突合わせ部分の内側にタ
イト材を配設して成る方立であって、
　前記分割方立にはそれぞれ、前記突合わせ部分の内側に相互に対面する方向に開口する
タイト材嵌合部が形成され、これら各タイト材嵌合部に前記タイト材を挿入し横架させる
ことにより、前記タイト材が前記突合わせ部分に跨って配設されていることを特徴とする
方立。
【請求項２】
　前記タイト材の表面には、部材長手方向に沿って、先端部が前記タイト材嵌合部の内面
に密着する複数のヒレ部が設けられている請求項１記載の方立。
【請求項３】
　前記ヒレ部は、前記タイト材を前記タイト材嵌合部に挿入した状態で、前記タイト材嵌
合部の開口方向に傾斜して形成されている請求項２記載の方立。
【請求項４】
　一方側の前記分割方立には前記タイト材を固定するための固定構造を備えている請求項
１～３いずれかに記載の方立。
【請求項５】
　前記タイト材は樹脂材からなる請求項１～４いずれかに記載の方立。
【請求項６】
　各分割方立に形成される前記タイト材嵌合部は、前記方立を組み立てた状態で、前記突
合わせ部分を通る幅方向中心線を境にほぼ左右対象に形成され、且つ前記タイト材は幅方
向中心線を境にほぼ左右対称に形成されている請求項１～５いずれかに記載の方立。
【請求項７】
　細長で略平板状のタイト材であって、前記タイト材の前後面にはそれぞれ部材長手方向
に沿って複数のヒレ部が設けられ、且つこのヒレ部が幅方向中心線側に傾斜していること
を特徴とするタイト材。
【請求項８】
　前記タイト材の前後面のうち一方面には、部材長手方向に沿って表面側に突出する凸条
部が形成されている請求項７記載のタイト材。
【請求項９】
　前記タイト材は、幅方向中心線を境にほぼ左右対称に形成されている請求項７、８いず
れかに記載のタイト材。
【請求項１０】
　左右一対の分割方立が少なくとも室外側面で突合わされ、この突合わせ部分の内側にタ
イト材を配設して成る分割方立の連結方法であって、
　前記分割方立にはそれぞれ、前記突合わせ部分の内側に相互に対面する方向に開口する
タイト材嵌合部が形成され、
　一方側の前記分割方立に形成されるタイト材嵌合部に、予め前記タイト材の片側部分を
挿入しておく第１手順と、
　他方側の前記分割方立に形成されたタイト材嵌合部を、露出している前記タイト材に挿
入させつつ、前記一方側分割方立と組合せ、各タイト材嵌合部に前記タイト材を挿入し横
架させることにより、前記タイト材が前記突合わせ部分に跨って配設された状態とする第
２手順と、
　ビス止めによって前記一方側分割方立と他方側方立との本固定を図る第３手順とからな
ることを特徴とする分割方立の連結方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、左右一対の分割方立が少なくとも室外側面で突合わされ、この突合わせ部分
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の内側にタイト材を配設して成る分割式の方立、タイト材及び分割方立の連結方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、分割式方立の接合部分には、隙間から雨水が浸入するのを防止して水密性を
確保するため、タイト材が備えられている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、図５に示されるように、分割方立を構成する左右一対の
方立構成部材５１、５２の室外側端部には、一方側の方立構成部材５１に嵌合用凹部５３
が形成されるとともに、他方側の方立構成部材５２に前記嵌合用凹部５３に嵌合される嵌
合片５４、５４が形成され、前記嵌合片５４、５４にそれぞれシール材５５が嵌合用凹部
５３の内面に密着するように設けられた分割方立５０が開示されている。
【０００４】
　また下記特許文献２には、図６に示されるように、一方側分割方立６１と他方側分割方
立６２とから成る方立のうち、前記他方側分割方立６２は、室外側部分に前記一方側分割
方立６１の室外側壁面の段部に室内側から当接する衝合片６３と、この衝合片６３と対面
して形成された室外側係合片６４とを有し、前記衝合片６３と室外側係合片６４との間に
は室外側タイト材６５が横架され、その先端部が前記一方側分割方立６１に密着するよう
に設けられた分割方立６０が開示されている。
【０００５】
　一方、近年では、図７に示されるように、一方側分割方立７１と他方側分割方立７２と
が室外側面及び室内側面で突合わされ、この突合わされた縦目地７３の内側に密着するよ
うにタイト材７４が設けられた分割方立７０が実用化されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－３００９３１号公報
【特許文献２】特開２００３－１３８８５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１、２記載の分割方立５０、６０はいずれも、一方側分割
方立及び他方側分割方立が室内外方向に重なり代を有するような係合片が備えられ（図５
に示される分割方立５０では係合片５４、図６に示される分割方立６０では係合片６３、
６４）、この係合片に設けられたタイト材が分割方立の内側に密着する構造となっている
。従って、分割方立の縦目地からタイト材までの間の隙間に雨水が浸入するのが避けられ
ず、この隙間に雨水が溜まってタイト材の劣化が生じたり、室内側への漏水が生じたりす
る場合があった。
【０００８】
　一方、図７に示される分割方立７０では、縦目地７３の内側から直接タイト材７４を密
着させる構造であるため、縦目地７３より内側への雨水の浸入が効果的に防止できるもの
の、次のような問題があった。
【０００９】
　第１に、分割方立７０の組立てにおいて、予め中央部の補強材７５にタイト材７４を取
り付けた状態で、この補強材７５に一方側の分割方立７１を固定した後、反対側から他方
側の分割方立７２を固定する際、タイト材７４が分割方立７１、７２の突合わせ部分に引
っ掛かって取付作業に支障をきたしたり、タイト材７４の先端部を挟み込んでタイト材７
４が露出することにより水密性が低下する原因になったりすることがあった。
【００１０】
　第２に、分割方立７１、７２の室内外方向中央部を前記補強材にビス止めすると、この
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締付け力により室内外方向中央部が内側に引っ張られる一方、室内外方向両端部が外側に
反りやすくなる。このため、縦目地７３の内側から密着して設けられるタイト材７４の圧
力によって、縦目地７３の開きや歪みが誘発され、水密性が低下する原因となる場合があ
った。
【００１１】
　そこで本発明の主たる課題は、水密性が向上できるとともに、取付作業性が向上できる
方立、タイト材及び分割方立の連結方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、左右一対の分割方立が少なく
とも室外側面で突合わされ、この突合わせ部分の内側にタイト材を配設して成る方立であ
って、
　前記分割方立にはそれぞれ、前記突合わせ部分の内側に相互に対面する方向に開口する
タイト材嵌合部が形成され、これら各タイト材嵌合部に前記タイト材を挿入し横架させる
ことにより、前記タイト材が前記突合わせ部分に跨って配設されていることを特徴とする
方立が提供される。
【００１３】
　上記請求項１記載の発明は、左右一対の分割方立を少なくとも室外側面で突合わせ、こ
の突合わせ部分の内側にタイト材を配設した方立である。詳細には、前記分割方立にはそ
れぞれ、前記突合わせ部分の内側に相互に対面する方向に開口するタイト材嵌合部が形成
され、これら各タイト材嵌合部に前記タイト材を挿入し横架させることにより、前記タイ
ト材が前記突合わせ部分に跨って配設されている。このため、縦目地となる突合わせ部分
の内側にタイト材が配設されることにより、水密性の向上が図れるようになる。また、こ
のタイト材は、突合わせ部分の内側に相互に対面する方向に開口するタイト材嵌合部間に
横架させてあるため、分割方立の組立作業が容易となるとともに、タイト材が分割方立の
突合わせ部分に引っ掛かって取付作業に支障をきたしたり、タイト材の先端部を挟み込ん
でタイト材が露出するといったことが無くなる。
【００１４】
　請求項２に係る本発明として、前記タイト材の表面には、部材長手方向に沿って、先端
部が前記タイト材嵌合部の内面に密着する複数のヒレ部が設けられている請求項１記載の
方立が提供される。
【００１５】
　上記請求項２記載の発明では、前記タイト材の表面に、部材長手方向に沿って、先端部
が前記タイト材嵌合部の内面に密着する複数のヒレ部を設けることにより、水密性の向上
を図ることができるようになる。
【００１６】
　請求項３に係る本発明として、前記ヒレ部は、前記タイト材を前記タイト材嵌合部に挿
入した状態で、前記タイト材嵌合部の開口方向に傾斜して形成されている請求項２記載の
方立が提供される。
【００１７】
　上記請求項３記載の発明では、前記タイト材を前記タイト材嵌合部に挿入した状態で、
ヒレ部が前記タイト材嵌合部の開口方向に傾斜するように形成することにより、水密性の
更なる向上が図れるとともに、タイト材をタイト材嵌合部に挿入する際、挿入しやすくな
ると同時に、挿入後は外れにくくなり、取付作業性に優れるようになる。
【００１８】
　請求項４に係る本発明として、一方側の前記分割方立には前記タイト材を固定するため
の固定構造を備えている請求項１～３いずれかに記載の方立が提供される。
【００１９】
　上記請求項４記載の発明では、一方側の分割方立にタイト材を固定するための固定構造
を備えることにより、先行的に取り付けられる一方側分割方立に予めタイト材を固定した
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状態で、後行する他方側分割方立を取り付けることができ、後行する他方側分割方立が取
付時にタイト材にぶつかっても、タイト材がたわんで目地部分に挟み込まれるような事態
を防止できる。
【００２０】
　請求項５に係る本発明として、前記タイト材は樹脂材からなる請求項１～４いずれかに
記載の方立が提供される。
【００２１】
　上記請求項５記載の発明では、タイト材を樹脂材によって構成することにより、水密性
の向上が図れるようになる。
【００２２】
　請求項６に係る本発明として、各分割方立に形成される前記タイト材嵌合部は、前記方
立を組み立てた状態で、前記突合わせ部分を通る幅方向中心線を境にほぼ左右対象に形成
され、且つ前記タイト材は幅方向中心線を境にほぼ左右対称に形成されている請求項１～
５いずれかに記載の方立が提供される。
【００２３】
　上記請求項６記載の発明では、各分割方立のタイト材嵌合部同士及びタイト材をそれぞ
れ左右対称に形成することにより、タイト材に左右均等の圧力がかかり、タイト材の保持
状態が安定する。
【００２４】
　請求項７に係る本発明として、細長で略平板状のタイト材であって、前記タイト材の前
後面にはそれぞれ部材長手方向に沿って複数のヒレ部が設けられ、且つこのヒレ部が幅方
向中心線側に傾斜していることを特徴とするタイト材が提供される。
【００２５】
　請求項８に係る本発明として、前記タイト材の前後面のうち一方面には、部材長手方向
に沿って表面側に突出する凸条部が形成されている請求項７記載のタイト材が提供される
。
【００２６】
　上記請求項８記載の発明では、タイト材の前後面のうち一方面に部材長手方向に沿って
表面側に突出する凸条部を形成することにより、タイト材の幅方向変位を規制することが
でき、タイト材の保持状態が維持できるようになる。
【００２７】
　請求項９に係る本発明として、前記タイト材は、幅方向中心線を境にほぼ左右対称に形
成されている請求項７、８いずれかに記載のタイト材が提供される。
【００２８】
　請求項１０に係る本発明として、左右一対の分割方立が少なくとも室外側面で突合わさ
れ、この突合わせ部分の内側にタイト材を配設して成る分割方立の連結方法であって、
　前記分割方立にはそれぞれ、前記突合わせ部分の内側に相互に対面する方向に開口する
タイト材嵌合部が形成され、
　一方側の前記分割方立に形成されるタイト材嵌合部に、予め前記タイト材の片側部分を
挿入しておく第１手順と、
　他方側の前記分割方立に形成されたタイト材嵌合部を、露出している前記タイト材に挿
入させつつ、前記一方側分割方立と組合せ、各タイト材嵌合部に前記タイト材を挿入し横
架させることにより、前記タイト材が前記突合わせ部分に跨って配設された状態とする第
２手順と、
　ビス止めによって前記一方側分割方立と他方側方立との本固定を図る第３手順とからな
ることを特徴とする分割方立の連結方法が提供される。
【００２９】
　上記請求項１０記載の発明では、特に上記第２手順において、他方側の前記分割方立に
形成されたタイト材嵌合部を、露出している前記タイト材に挿入させつつ、前記一方側分
割方立と組合せ、各タイト材嵌合部に前記タイト材を挿入し横架させることにより、前記
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タイト材が前記突合わせ部分に跨って配設された状態とする。従って、この状態から第３
手順でビス止めによって本固定するまでの間、他方側分割方立がタイト材の密着性によっ
て仮止めされることで、作業性が向上できるようになる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上詳説のとおり本発明によれば、水密性が向上できるとともに、取付作業性が向上で
きる方立、タイト材及び分割方立の連結方法が提供できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る方立１を用いて構築されたカーテンウォールＣＷの正面図である。
【図２】そのII－II線矢視図である。
【図３】図１のIII－III線矢視図である。
【図４】図３のIV部拡大図である。
【図５】従来の分割方立５０の断面図である。
【図６】従来の分割方立６０の断面図である。
【図７】従来の分割方立７０の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００３３】
　図１～図３に示されるように、前記カーテンウォールＣＷは、方立１、１と上枠２と下
枠３とによって方形枠が構成されるとともに、中間に配置された水平桟枠４によって開口
部が上下二段に分割して形成され、これらの各開口に対してガラスＧが嵌め込まれている
。
【００３４】
　以下、前記方立１について詳述すると、図３に示されるように、前記方立１は、中心部
に立設される補強材５と、この補強材５に連結される一方側分割方立６Ａ及び他方側分割
方立６Ｂからなる左右一対の分割方立と、前記左右一対の分割方立６Ａ、６Ｂが少なくと
も室外側面で、図示例では室外側面及び室内側面で相互に突合わされ、この突合わせ部分
（縦目地Ｊ）の内側にタイト材１０が配設されている。
【００３５】
　前記一方側分割方立６Ａ及び他方側分割方立６Ｂは、組み立てられた状態で、室外側面
及び室内側面が共に面一とされるとともに、幅方向中心線ＣＬを境にほぼ左右対称に形成
されている。また、分割方立６Ａ、６Ｂはそれぞれ、断面略コの字形とされた側面の室内
外方向中央部に断面略コの字形に凹んだガラス嵌合溝６ａが形成されている。このガラス
嵌合溝６ａの底面において部材長手方向に亘る複数のビス６ｂ…によって分割方立６Ａ、
６Ｂと補強材５との連結が図られている。
【００３６】
　また、図４に示されるように、前記一方側分割方立６Ａ及び他方側分割方立６Ｂにはそ
れぞれ、突合わせ部分の内側に、相互に対面する方向に開口するポケット状のタイト材嵌
合部Ｔが形成されている。さらに具体的には、一方側分割方立６Ａ及び他方側分割方立６
Ｂの室外側面の近傍には、内面側に突出した後、突合わせ面方向に屈折し、さらにその先
端で内面側に屈折する断面形状をした係合片７Ａ、７Ｂが部材長手方向に沿って形成され
ることによって、一方側分割方立６Ａでは室外側面と係合片７Ａとで囲まれた部分、他方
側分割方立６Ｂでは同じく室外側面と係合片７Ｂとで囲まれた部分によって前記ポケット
状のタイト材嵌合部Ｔが部材長手方向に沿って形成されている。
【００３７】
　このタイト材嵌合部Ｔ、Ｔは、前記方立１を組み立てた状態で、前記突合わせ部分を通
る中心線ＣＬを境にほぼ左右対称に形成することが好ましい。これにより、縦目地Ｊを境
にタイト材１０を左右均等に支持することができ、タイト材１０の支持状態が安定する。
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【００３８】
　前記分割方立６Ａ、６Ｂの室外側面に配設されるタイト材１０は、図４に示されるよう
に、オレフィン系などの樹脂材を成型したものであり、細長で略平板状に形成されている
。またタイト材１０は、該タイト材の幅方向中心線を境にほぼ左右対称に形成することが
好ましい。このタイト材１０の前後面にはそれぞれ、部材長手方向に沿って複数のヒレ部
１１、１１…が設けられ、且つこのヒレ部１１、１１…は前記幅方向中心線側に傾斜して
いる。即ち、前記タイト材１０をタイト材嵌合部Ｔ、Ｔに嵌入させた状態で前記ヒレ部１
１、１１…は、タイト材嵌合部Ｔの開口方向に傾斜するように形成されている。このヒレ
部１１は、その先端が前記タイト材嵌合部Ｔの内面に密着するように設けられる。
【００３９】
　前記ヒレ部１１の傾斜角は、タイト材１０の前後面とヒレ部１１の外形線との成す角α
が３０度～６０度、好ましくは４５度程度となるようにする。
【００４０】
　前記タイト材１０は、例えば、本体部分の硬度を高くし、ヒレ部１１の硬度を低くする
というように、ヒレ部１１とそれ以外の本体部分との硬度を異ならせることができる。
【００４１】
　また、タイト材１０の前後面のうち一方面（縦目地Ｊと反対側の面）には、長手方向に
沿って表面側に突出する図示例では２条の凸条部１２、１２が形成されている。この凸条
部１２は、係合片７Ａ、７Ｂに係止してタイト材１０の部材幅方向の変位を規制するため
のものである。
【００４２】
　一方、図３に示されるように、分割方立６Ａ、６Ｂの室内側面にも同様に、内面側に突
出した後、突合わせ面方向に屈折し、さらにその先端で内面側に屈折する断面形状をした
係合片８Ａ、８Ｂが部材長手方向に沿って形成されている。そして、この係合片８Ａ、８
Ｂによって形成された空間内には、補強材５からＴ字状に延在した位置合わせ用延在部５
ａが挿入されている。
【００４３】
　なお、上述の構造に代えて、分割方立６Ａ、６Ｂの室内側面にも、上記室外側面と同様
にタイト材１０を配設することもできる。
【００４４】
　次に、前記分割方立の連結方法について説明すると、先ず第１手順として、一方側分割
方立６Ａに形成されるタイト材嵌合部Ｔに予めタイト材１０の片側半分を嵌入しておき、
この一方側分割方立６Ａと補強材５とをビス６ｂによって連結する。このタイト材１０を
タイト材嵌合部Ｔに挿入するとき、タイト材１０のヒレ部１１、１１…が幅方向中心線側
に傾斜しているため挿入しやすく、さらに挿入後はヒレ部１１の引っ掛かりによりタイト
材１０が外れにくくなり、取付作業性の向上が図れる。
【００４５】
　続いて第２手順として、他方側分割方立６Ｂに形成されたタイト材嵌合部Ｔを、露出し
ているタイト材１０に嵌入させつつ、他方側分割方立６Ｂと一方側分割方立６Ａとの室外
側面同士を突合わせた状態で組み合わせ、前記各タイト材嵌合部Ｔ、Ｔに前記タイト材１
０を挿入し横架させることにより、前記タイト材１０が前記突合わせ部分に跨って配設さ
れた状態とする。このとき、タイト材１０のヒレ部１１、１１…が幅方向中心線側に傾斜
しているため、タイト材１０を他方側分割方立６Ｂのタイト材嵌合部Ｔへの挿入時には挿
入しやすく、さらに挿入後はヒレ部１１の引っ掛かりにより外れにくくなる。このため、
タイト材１０は、後述の第３手順で他方側分割方立６Ｂを補強材５にビス連結するまでの
間、タイト材１０の密着性によって他方側分割方立６Ｂを仮止めしておくことができ、取
付作業性の向上が図れる。
【００４６】
　しかる後第３手順として、他方側分割方立６Ｂを補強材５にビス６ｂによってビス止め
し、一方側分割方立６Ａと他方側分割方立６Ｂとを連結（本固定）する。
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【００４７】
　ところで、先行的に補強材５に取り付けられる一方側分割方立６Ａには、タイト材１０
を固定するための固定構造（図示せず）を設けておくこともできる。この固定構造として
は、例えばタイト材１０の一方側側縁に前後面側に突出する突部を設けておき、タイト材
嵌合部Ｔ内にこの突部に係合する凹部を設けておく構造などとすることができる。かかる
固定構造を設けておくことにより、他方側分割方立６Ｂを取り付ける際、タイト材１０に
引っ掛けたりしてタイト材１０がたわんで縦目地内に挟み込まれるのを防止することがで
きる。
【００４８】
　以上詳述の通り、本発明に係る方立１では、タイト材１０をタイト材嵌合部Ｔ、Ｔに挿
入して横架させ、縦目地Ｊに跨るように配設することにより、縦目地Ｊの水密性が図られ
ている。また、室内側面及び室外側面をそれぞれ面一にすることができ、意匠性の向上が
図れるようになる。
〔他の形態例〕
(1)上記形態例では、方立１の中心部に補強材５を立設する構造としたが、この補強材５
は省略しても良く、この場合、一方側分割方立６Ａと他方側分割方立６Ｂとを直接連結す
るようにする。
(2)上記形態例では、図３に示されるように、補強材５は分割方立６Ａ、６Ｂのガラス嵌
合溝６ａが形成される範囲より室外側に延在させているが、この室外側延在部分は無くて
も良い。また、室内側面にタイト材１０を設けた場合も同様に、補強材５の室内側延在部
分を省略することができる。
(3)上記形態例では、前記一方側分割方立６Ａ及び他方側分割方立６Ｂは、幅方向中心線
ＣＬを境にほぼ左右対称に形成したが、非対称に形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００４９】
　１…方立、２…上枠、３…下枠、４…水平桟枠、５…補強材、６Ａ…一方側分割方立、
６Ｂ…他方側分割方立、７Ａ・７Ｂ…係合片、８Ａ・８Ｂ…係合片、１０…タイト材、１
１…ヒレ部、Ｊ…縦目地、Ｔ…タイト材嵌合部
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